
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

傍
線
部
分
は
令
和
四
年
四
月
一
日
に
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
部
分

二
重
傍
線
部
分
は
令
和
三
年
十
月
一
日
に
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
部
分

波
線
部
分
は
令
和
四
年
四
月
一
日
又
は
令
和
三
年
十
月
一
日
に
施
行
す

る
こ
と
と
す
る
部
分

第
一

特
許
法
の
一
部
改
正

一

特
許
権
等
の
回
復
要
件
の
緩
和

１

外
国
語
の
特
許
出
願
に
お
い
て
、
明
細
書
等
の
翻
訳
文
を
所
定
の
期
間
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
故
意
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
当
該
翻
訳
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
四
第
四
項
関
係
）

２

優
先
権
の
主
張
を
伴
う
特
許
出
願
に
お
い
て
、
優
先
期
間
内
に
当
該
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
故
意
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
当
該
優
先
権
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
関
係
）



３

特
許
出
願
審
査
の
請
求
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
期
間
内
に
当
該
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

、
故
意
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
当
該
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
四
十
八
条
の
三
第
五
項
関
係
）

４

特
許
料
の
追
納
に
お
い
て
、
所
定
の
期
間
内
に
当
該
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
故
意
で
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
当
該
追
納
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
関
係
）

５

国
際
特
許
出
願
に
お
け
る
特
許
管
理
人
の
選
任
の
届
出
に
お
い
て
、
所
定
の
期
間
内
に
特
許
庁
長
官
に
対
し
て
当
該

届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
故
意
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
期
間
内
に
限

り
当
該
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
八
十
四
条
の
十
一
第
六
項
関
係
）

６

１
か
ら
５
ま
で
に
規
定
す
る
手
続
を
す
る
者
が
支
払
う
手
数
料
の
上
限
額
を
定
め
る
こ
と
。（

別
表
第
十
一
号
関
係
）

二

特
許
権
侵
害
訴
訟
等
に
お
け
る
第
三
者
意
見
募
集
制
度
の
創
設

特
許
権
侵
害
訴
訟
、
専
用
実
施
権
侵
害
訴
訟
及
び
補
償
金
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
裁
判
所



が
必
要
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
広
く
一
般
の
第
三
者
に
対
し
て
そ
の
審
理
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
、
当
該
意
見
を
当
事
者
が
証
拠
に
活
用
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
五
条
第
六
項
及
び
第
百
五
条
の
二
の
十
一
関
係
）

三

審
判
等
の
口
頭
審
理
等
の
手
続
の
見
直
し

審
判
官
及
び
審
判
書
記
官
並
び
に
当
事
者
及
び
参
加
人
が
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
口
頭
審
理
、
証
拠
調
べ
又
は
証
拠
保
全
の
期
日
に
お
け
る
手
続

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
一
条
第
三
項
、
第
百
四
十
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
百
五
十
一
条
関
係
）

四

訂
正
審
判
等
に
お
け
る
通
常
実
施
権
者
の
承
諾
の
要
件
の
見
直
し

１

特
許
権
の
放
棄
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
者
の
承
諾
を
不
要
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
七
条
第
一
項
関
係
）

２

訂
正
審
判
の
請
求
に
お
い
て
、
通
常
実
施
権
者
の
承
諾
を
不
要
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
七
条
関
係
）

五

特
許
料
の
改
定

特
許
料
に
つ
い
て
、
上
限
額
を
法
定
し
、
具
体
的
な
金
額
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
。

（
第
百
七
条
第
一
項
関
係
）



六

割
増
特
許
料
の
納
付
の
免
除

特
許
権
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
所
定
の
期
間
内
に
特
許
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
割
増
特
許
料
の
納
付
を
不
要
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
関
係
）

七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

実
用
新
案
法
の
一
部
改
正

一

実
用
新
案
権
等
の
回
復
要
件
の
緩
和
（
第
一
の
一
と
同
旨
）

（
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
四
第
四
項
及
び
別
表
第
七
号
関
係
）

二

実
用
新
案
権
侵
害
訴
訟
等
に
お
け
る
第
三
者
意
見
募
集
制
度
の
創
設
（
第
一
の
二
と
同
旨
）

（
第
三
十
条
関
係
）

三

実
用
新
案
登
録
料
の
改
定
（
第
一
の
五
と
同
旨
）

（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）

四

割
増
登
録
料
の
納
付
の
免
除
（
第
一
の
六
と
同
旨
）

（
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

意
匠
法
の
一
部
改
正



一

意
匠
の
実
施
の
定
義
の
見
直
し

意
匠
の
実
施
の
定
義
に
定
め
る
輸
入
に
、
外
国
に
あ
る
者
が
外
国
か
ら
日
本
国
内
に
他
人
を
し
て
持
ち
込
ま
せ
る
行
為

を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）

二

意
匠
登
録
料
等
の
改
定
（
第
一
の
五
と
同
旨
）

（
第
四
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

三

割
増
登
録
料
の
納
付
の
免
除
（
第
一
の
六
と
同
旨
）

（
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
関
係
）

四

意
匠
権
等
の
回
復
要
件
の
緩
和
（
第
一
の
一
と
同
旨
）

（
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
別
表
第
三
号
関
係
）

五

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
お
け
る
新
規
性
喪
失
の
例
外
の
特
例

国
際
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
が
、
新
規
性
喪
失
の
例
外
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
を
、
意
匠
の
国
際
登
録
に

関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
定
め
る
国
際
事
務
局
（
六
に
お
い
て
「
国
際
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
条
の
七
第
二
項
関
係
）

六

国
際
意
匠
登
録
出
願
の
査
定
の
方
式
の
特
例

国
際
意
匠
登
録
出
願
の
査
定
の
方
式
に
つ
い
て
、
特
許
庁
長
官
が
登
録
査
定
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
国
際
事
務
局



に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
で
、
査
定
の
謄
本
の
送
達
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
条
の
十
二
の
二
関
係
）

七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

商
標
法
の
一
部
改
正

一

商
標
の
使
用
の
定
義
の
見
直
し

商
標
の
使
用
の
定
義
に
定
め
る
輸
入
に
、
外
国
に
あ
る
者
が
外
国
か
ら
日
本
国
内
に
他
人
を
し
て
持
ち
込
ま
せ
る
行
為

を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
七
項
関
係
）

二

商
標
権
等
の
回
復
要
件
の
緩
和
（
第
一
の
一
と
同
旨
）

（
第
二
十

一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
六
十
五
条
の
三
第
三
項
、
附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
別
表
第
五
号
関
係
）

三

商
標
登
録
料
等
の
改
定
（
第
一
の
五
と
同
旨
）

（
第
四
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一

項
及
び
第
七
項
、
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
八
条
の
三
十
第
一
項
各
号
及
び
第
五
項
関
係
）

四

割
増
登
録
料
の
納
付
の
免
除
（
第
一
の
六
と
同
旨
）

（
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
関
係
）



五

国
際
商
標
登
録
出
願
に
係
る
手
続
の
整
備

１

国
際
商
標
登
録
出
願
の
査
定
の
方
式
に
つ
い
て
、
特
許
庁
長
官
が
登
録
査
定
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
標
章
の
国

際
登
録
に
関
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
の
議
定
書
に
定
め
る
国
際
事
務
局
（
２
に
お
い
て
「
国
際
事
務
局
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
で
、
査
定
の
謄
本
の
送
達
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
十
八
の
二
関
係
）

２

国
際
商
標
登
録
出
願
の
個
別
手
数
料
を
、
国
際
登
録
前
に
国
際
事
務
局
に
ま
と
め
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
の
十
九
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
三
十
各
項
及
び
第
六
十
八
条
の
三
十
五
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

予
納
の
見
直
し

特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
予
納
に
つ
い
て
、
特
許
印
紙
で
は
な
く
現
金
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
各
項
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



第
六

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
の
う
ち
、
国
際
調
査
に
関
す
る
手
数
料
の
上
限
額
を
引
き
上
げ
る
こ

と
。

（
第
十
八
条
第
二
項
表
一
及
び
二
関
係
）

第
七

弁
理
士
法
の
一
部
改
正

一

法
人
制
度
の
見
直
し

１

弁
理
士
が
設
立
す
る
法
人
の
名
称
を
「
特
許
業
務
法
人
」
か
ら
「
弁
理
士
法
人
」
に
変
更
す
る
こ
と
。

（
目
次
及
び
本
則
関
係
）

２

弁
理
士
の
社
員
一
人
の
み
で
も
法
人
の
設
立
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
七
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
三
第
七
項
、
第
五
十
二
条
各
項
及
び
第
五
十
二
条
の
二
関
係
）

二

弁
理
士
業
務
の
追
加

１

弁
理
士
は
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
等
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
広
く
一
般
の
第
三
者
に
対
し
て
審
理
に
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
求
め
た
際
に
、
意
見
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
当
該
意
見
の
内
容
（
特
許
法
及

び
実
用
新
案
法
の
適
用
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の



と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
第
四
号
関
係
）

２

弁
理
士
は
、
外
国
の
行
政
官
庁
等
に
対
す
る
植
物
の
新
品
種
又
は
地
理
的
表
示
に
関
す
る
権
利
に
関
す
る
手
続
に
関

す
る
資
料
の
作
成
等
を
行
う
こ
と
及
び
植
物
の
新
品
種
又
は
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
こ
と
を
業

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
八
条
第
三
号
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
及
び
検
討
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
及
び
第
十
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）


